
社団法人全国旅行業協会　東京都支部　規約

第1章　総則

（名称）

第１条 社団法人全国旅行業協会東京都支部（以下「支部」という）と称する。

（事務所）

第２条 支部の事務所を東京都新宿区におく。

（地域）

第３条

（１）支部地域は東京都の全域とする。

（２）支部地域内には地区別区分を設け地区制を設置し、地区長をおく。

（３）地区区分は内規により、理事会の承認を得て支部長が別に定める。

（４）会員はいずれかの地区に所属しなければならない。

第2章　目的及び事業

（目的）

第４条

 が行う事業の実施について、支部の地域に関するものを分掌することにより、旅行業の発展向上を期し、

もって旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進に資することを目的とする。

（事業）

第５条 支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）本部定款第６条の各号の事業

（２）各支部及び関係諸団体との連携

（３）会費の徴収及び本部への納付

（４）会員及びその従業員に対する福利厚生、表彰、慶弔

（５）保険事務組合等に関する事業

（６）その他支部の目的を達成するために必要な事業

第3章　会員

（会員）

第６条 支部会員は次のとおりとする。

（１）正会員 東京都知事登録及び観光庁長官登録の旅行業者

（２）賛助会員 支部の目的に賛同するもの

２．代行者 登録代表者の代行として現実に当該事業を遂行している者で、その旨書面をもって支部に届け出た者

を代行者とする。

その任期は２年とし改選時には改めて届け出用紙を支部長に提出する。

支部は地域内に会員相互の連絡協調を図るとともに、社団法人全国旅行業協会（以下「本部」という）



（入会）

第７条

　　 理事会の承認を得なければならない。

　　 ただし、前条第１項の賛助会員は理事会の承認を得ればよい。

（２）入会審査を行う者は三役、入会希望者の所属する地区長（常務理事）とする。

（入会拒否）

２．正会員になろうとする者が、次の各号の１に該当する時は、入会を拒否することが出来る。

     地位を失った旅行業者等の代表者又は役員となっていた者がいる場合。

     場合。

     場合。

（入会金・会費及び種別変更金）

第８条 正会員は、本部及び支部総会で定める入会金･会費を納入しなければならない。

２．前項において、本部に納入する場合においても支部を経由する。

３．本部会費・支部会費及び地区会費は、毎年当該年度の支部が定める時期までに納入するものとする。

４．賛助会員の入会金および会費は理事会において別に定める。

５．既納の入会金及び会費は返還しない。

　を種別変更金として追加納付しなければならない。

　　ただし、第１種または第２種旅行業が第２種または第３種旅行業に変更登録した場合はその差額は返還しない。

7.会員資格継続の場合は資格継続金として次の金額を納付しなければならない。

第1種旅行業者　　80,000円

第2種旅行業者　　30,000円

第3種旅行業者　　25,000円

（保証社員）

第９条 保証社員に関する規約は、定款第１１条１項、２項及び第１２条を準用する。

（届出の義務）

第１０条

（１）代表者の氏名、商号及び所在地

（２）営業所の所在地及び電話番号・FAX番号

（３）営業所の増設及び廃止

（４）募集型企画旅行の実施及び廃止

（５）旅行業務取扱管理者の氏名

６．入会後に第３種または第２種旅行業から第１種または第２種旅行業に変更登録した場合、既納の入会金の差額

正会員が次の事項に変更が生じたときは、当該行政庁に所定の届け出をするとともに、３０日以内に支

（１）正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、常務理事による入会審査を経て、かつ本部の常務

（１）代表者又は役員の中に、過去５年以内に旅行業法第２２条の１１第３項の規定により旅行業協会の保証社員の

（２）代表者又は役員の中に、本会において除名処分を受けた旅行業者等の代表者又は役員となっていた者がいる

（３）代表者又は役員の中に、旅行業法における違反行為があり、過去５年以内に刑事罰等の処分を受けた者がいる

部長に届けなければならない。



（資格の喪失）

第１１条 会員が定款第１３条（資格の喪失）に掲げる各号の１に該当するときは支部会員としての資格を失う。

（退会の勧告）

第１２条

（１）当該年度の会費の納入を６ヶ月以上怠ったとき

（２）支部が指定する期日までに弁済業務規約第１７条の２に規定する諸費用を納入しなかったとき

（３）旅行業法における違反行為があり、刑事罰を受けたとき

（４）正当な理由なく、総会又は理事会の決議に基づく報告を怠ったとき

（退会）

２．正会員が退会しようとするときは、退会届を支部長経由で会長に提出しなければならない。

３．賛助会員の退会は、理事会の定めるところによる。

4. 新しい事業年度の4月1日以降に退会をした場合、本部・支部・地区の会費は当該年度分として納付しなければ

    ならない。

（除名）

第１３条

 は、支部理事会の除名申請決議に基づき、本部理事会の決議により除名することができる。（定款第４

条に基づく所属地方協議会に報告する）

（１）支部の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき

（２）この規約又は支部総会の決議を無視するような行為があったとき

（３）支部の運営を阻害し、他の会員に著しく迷惑を及ぼしたとき

　その除名に係わる会員は、支部のみに関して会員としての資格を停止するものとする。

    る。

（権利の喪失）

第１４条

に対して何等の請求をすることが出来ない。

第4章　役員等

（役員）

第１５条 次の役員を置く

（１）支部長 １名

（２）副支部長 ２名以内

（３）専務理事 １名

（４）常務理事 １０名以内

（５）理事 ２５名以内

（６）監事 ２名以上

２．前項の支部長・副支部長及び専務理事をもって支部三役会を構成する。

会員が次の各号の１に該当するときは、支部長は理事会の決議による退会を勧告することができる。

会員が定款第１６条第１項の１に掲げた除名処分に該当する行為のほか、次の各号の１に該当するとき

２．前項の場合、支部理事会において除名申請決議がなされた後、本部の理事会において除名の決議があるまでは、

３．支部が第１項により除名の申請をしようとするときは、定款第１６条第２項、第３項及び第４項（除名）規定を準用す

会員の資格を喪失した者は、支部会員としての一切の権利を失い、既納の会費その他当支部の資産



（役員の選任）

第１６条 理事及び監事は、正会員又はその代行者の中から総会において承認を得るものとする。

２．規約第３６条第３項に定める専門部部長は、理事会の承認を得て支部長が委嘱する。

    務理事の選任は理事の中から支部長が指名することができその場合、理事会の承認を得る。

４．常務理事は地区長、各専門部部長及び委員長がこれに当たる。

５．監事は支部長が指名し、理事会の承認を得る。

６．支部長、副支部長、専務理事の選任により生じた理事の欠員は常務理事会により補選し理事会の承認を得る。

（役員の職務）

第１７条 支部長は支部を代表し、業務を総理する。

２．副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。

    職務を代行する。

４．常務理事は常務理事会を組織して、常務の業務を執行する。

５．理事は理事会を組織し、業務を執行する。

６．監事は民法第５９条に定める職務を行う。

（役員の任期）

第１８条 役員の任期については、定款第２１条（役員の任期）の規定を準用する。

（役員の解任）

第１９条 役員の解任については定款第２２条（役員の解任）の規定を準用する。

（役員の報酬）

第２０条

２．常勤の役員の報酬は理事会の決議を得て支部長が定める。

（相談役）

第２１条 前支部長は相談役として支部長が委嘱する。

２．相談役は支部長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることが出来る。

（顧問及び参与）

第２２条 顧問及び参与を若干名置くことが出来る。

２．顧問は総会の、または参与は理事会の同意を得て支部長が委嘱する。

３．顧問及び参与は、支部長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることが出来る。

第5章　会議

（種別）

第２３条 会議は総会・理事会及び常務理事会とし、支部長がこれを招集する。

２．会議の議長は支部長がこれに当たる。

３．専務理事は支部長及び副支部長を補佐して支部の業務を掌理し、支部長及び副支部長に事故がある時はその

役員は名誉職とする。ただし、総会で必要と認めたときは、報酬を支給することが出来る。常勤の役員

は有給とする。

３．支部長、副支部長、専務理事は理事会において理事の互選とし、総会において承認を得るものとする。ただし専



３．総会の議長は、総会において出席した正会員の内から選出する。

（総会）

第２４条 総会は通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。

２．通常総会は毎事業年度終了後３ヶ月以内に招集し、臨時総会は支部長が必要と認めたときに招集するものとする。

（総会の招集）

第２５条

（総会の決議事項）

第２６条 総会はこの規定に定めるものの他、次の事項を決議する。

（１）事業計画及び収支予算についての事項

（２）事業報告及び収支決算についての事項

（３）財産目録及び貸借対照表についての事項

（４）その他支部の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

（定足数等）

第２７条 総会の定足数等については、定款第３１条（総会の定足数等）の規定を準用する。

（表決権）

第２８条 総会の表決権については、定款第３２条（表決権）の規定を準用する。

（議事録）

第２９条 総会の議事録については、定款第３３条（議事録）の規定を準用する。

（理事会）

第３０条 理事会は支部長・副支部長・専務理事・常務理事及び理事をもって構成し、支部長が必要と認めたと

き招集する。

２．支部長は副支部長・専務理事及び理事の３分の１以上または監事から会議の目的である事項を示した文書をもっ

    て理事会の請求があったときに、その請求があった日から１５日以内に招集しなければならない。

（理事会の決議事項）

第３１条 理事会はこの規定に定めるものの他、その次の事項を決議する。

（１）総会に提出する議案

（２）総会により委任された事項

（３）総会を開く暇がない場合における緊急事項

（４）その他の重要事項

２．前項（３）の決議事項は次の総会において承認を得なけらばならない。

（規定の準用）

    たときは、その請求があった日から３０日以内に招集しなければならない。

会員に通知しなければならない。

３．支部長は正会員の３分の１以上又は監事から会議の目的である事項を示した文書をもって臨時総会の請求があっ

総会の招集は会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の７日前までに正



第３２条 理事会については第２７条、第２８条、第２９条の規定を準用する。

（常務理事会）

第３３条 常務理事会は支部長・副支部長・専務理事及び常務理事をもって構成し、支部長が必要と認めたとき

招集する。

（常務理事会の決議事項）

第３４条 常務理事会はこの規約に定めるものの他、次の事項を決議する。

（１）業務の執行に関する事項

（２）理事会に提出する議案

（３）総務又は理事会により委任された事項

（４）理事会を開く暇がない場合における緊急事項

２．前項第１項の決議事項は次の理事会に報告しなければならない。

３．第１項第４号の決議事項は次の理事会の承認を得なければならない。

４．常務理事が常務理事会に欠席の場合、所属地区理事を代行出席させることが出来る。ただし、議決権は認めない。

（規定の準用）

第３５条 常務理事会については、第２７条、第２８条、第２９条及び第３０条第２項の規定を準用する。

第6章　委員会及び専門部会

（委員会及び専門部会）

第３６条 旅行業法に基づく業務の実施及び事業の推進を図るため次の委員会を置くものとする。

（１）苦情の処理に関する委員会

（２）試験事務及び研修に関する委員会

（３）弁済業務に関する委員会

（４）指導業務に関する委員会

（５）調査・研究及び広報に関する委員会

２．支部長は必要に応じ、理事会の承認を得て各種の委員会を置くことが出来る。

（１）総務財務委員会

（２）業務厚生委員会

（３）青年情報委員会

（４）試験研修委員会

（５）公益法人改革特別委員会 

３．支部長は必要に応じ、理事会の承認を得て各種の専門部等を置くことが出来る。

４．前各号に掲げた委員会委員及び専門部の部員は、理事会の承認を得て、支部長が委嘱する。

５．前項委員は委員会を、部員は専門部会をそれぞれ支部長・副支部長・専務理事を加えて構成することが出来る。

６．委員会及び専門部会の運営に関する事項は、各担当副支部長及び専務理事が掌理し、理事会の承認を得て行う。

第7章　事務局

（事務局）

第３７条 支部に事務局を設置する。



２．事務局の人事は支部三役が決定し、理事会に報告する。

３．事務局長は理事とすることが出来る。

４．事務局に関する規定は理事会の承認を得て、支部長が別に定める。

第8章　資産及び会計

（事業年度）

第３８条 事業年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

（資産）

第３９条 資産は会費とその他の収入からなる。

２．資産は支部長がこれを管理する。

（経費に支弁）

第４０条 経費は資産をもって支弁する。

２．毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。

（会計書類等）

第４１条 会計書類等については、定款第４７条（会計書類等）の規定を準用する。

第４２条 支部長は前条の関係書類を毎年度会長に報告する。

第9章　規約の変更及び内規

（規約の変更）

第４３条 この規約は、総会において出席した正会員の３分の２以上の決議を得なければならない。

（内規）

第４４条

第10章　補則

（書類及び帳簿の備付等）

第４５条 支部の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる

書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

（１）規約

（２）会員の名簿

（３）役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

（４）財産目録

（５）資産台帳及び負債台帳

（６）収入支出に関する帳簿及び証拠書類

（７）理事会及び総会の諸事に関する書類

（８）官公署往復書簡

（９）その他必要な書類及び帳簿

に定める。

この規約に定めるものの他、事業の実施及び運営上必要な内規は理事会の承認を得て、支部長が別



２．前項第１号から９号間までの書類及び帳簿は必要に応じて１年以上保管する。

（細則）

第４６条 支部規約の施行についての細則は、理事会の決議を得て別に定める。

附　　　則
　１．この規約は昭和５１年６月８日から施行する。

　２．昭和５８年６月１６日一部改訂、同日より施行する。

　３．昭和６３年６月６日一部改訂、同日より施行する。

　４．平成３年６月４日一部改訂、同日より施行する。

　５．平成４年６月３日一部改訂、同日より施行する。

　６．平成７年６月１日一部改訂、同日より施行する。

　７．平成８年６月４日一部改訂、同日より施行する。

　８．平成９年６月４日一部改訂、同日より施行する。

　９．平成１２年６月６日一部改訂、同日より施行する。

１０．平成１３年６月７日一部改訂、同日より施行する。

１１．平成１４年６月７日一部改訂、同日より施行する。

１２．平成１５年６月１２日一部改訂、同日より施行する。

１３．平成１６年６月９日一部改訂、同日より施行する。

１４. 平成１８年６月21日一部改定、同日より施行する。

１５. 平成21年６月１９日一部改定、同日より施行する。

１６. 平成23年６月１４日一部改定、同日より施行する。

１．（地区区分）

支部規約第３条第３号による地区区分は、原則として会員の主たる営業所の所在地を基として、同一行政区内及び隣

接行政区の合併又は分割の単位を標準として行う。

２．（地区）

地区は支部規約に準じて地区規約を定めるものとする。

３．（代行者）

代行者とは、現実に当該事業を遂行している者で、正会員より届出のあった者。


